
 

1　年

2　年 1 ～ 18 19 ～ 36

3　年 1 ～ 21 22 ～ 41

4　年 1 ～ 17 18 ～ 33

5　年 1 ～ 15 16 ～ 30

6　年 1 ～ 18 19 ～ 35

あか ・ きいろ みどり ・ あお ・ しろ

A班 B班

学  年 （学級別）

                                                         令和２年５月２５日 

保 護 者 様 

大阪市立平野南小学校 

    校長 宮川 敏昭 

 

 

６月１日（月）からの学校再開について 

 

  平素から本校の教育活動に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

お知らせのとおり（5/23 HP配布文書）、本校として（6/1～6/12）の期間で、 下記の通り、学校を 

再開をさせていただきます。なお、集団登校ではありません。 引き続き、登下校のご対応をよろしくお

願いいたします。つきましては、6/15（月）からの全面再開にむけて、集団登校班の取り組みやPTA朝の

旗当番の開始時期等も含め、準備を進めてまいります。重ねて、ご理解とご協力くださいますようお願い

申しあげます。 

 

記 

 

１ 授業実施における班分け  

・全学年（学級）共通 出席番号で A 班 または B 班   ※1年は地域色別  

                 〇登校：正門    〇下校：西門（お迎え）  

・ きょうだいがいる場合は、出席番号（色）に関係なく、上の学年にあわせて、 一緒に 登校させてください 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

月 火 水 木 金

午前の部 9:00～9：15 11:55 A A A A A

午後の部 12:45～13:00 15:30 B B B B B

8 9 10 11 12

月 火 水 木 金

午前の部 9:00～9：15 11:55 B B B B B

午後の部 12:45～13:00 15:30 A A A A A

登校時間
(正門）

登校時間

下校時間
（西門）

下校時間



 

２ 授業実施計画 （登下校時間をご確認ください。） 

        〇午前の部：2時間授業と給食  午後の部：給食後、授業2時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 服装、持ち物等の連絡 （5月の登校時に各学級より連絡します） 

         ・服装（標準服）、黄色帽、ランドセル、体操服、 

     ・マスク着用（マスクを保存する袋等）   ※消毒液等持参可（本人用） 

・筆記用具 ・連絡帳 ・水筒 ・フェイスタオル ・ハンカチ 

 ・健康観察表（※体温・体調を記入） ・ナフキン（給食用） ・エプロン、帽子（給食用） 

・教科（教科書）、時間割等についても、5月の登校日に学級より連絡いたします。 

４ 給食について（下表:献立表） 

    パン（個包装） 牛乳 、副食1品 

        ※アレルギー対応については、個別対応用献立表を5月登校日に配布しますので、 

ご確認ください。(5月29日までに提出) 

 

 

 

 

 

 

日 副 食 

１（月） スパゲッティミートソース 

２（火） 五目汁 

３（水） ハムと野菜の中華スープ 

４（木） 豚肉とキャベツのスープ 

５（金） すき焼き煮（「ふ」は使用しない） 

８（月） フレッシュトマトのスープ煮 

９（火） 中華煮 

10（水） みそ汁 

11（木） 焼きそば 

12（金） すまし汁 

9:00 ～ 9:15
朝の会 9:15 ～ 9:35

1時間目 9:35 ～ 10:15

休み時間 10:15 ～ 10:30

2時間目 10:30 ～ 11:10

終わりの会 11:10 ～ 11:20

給食 11:20 ～ 11:50

下　　校

12:45 ～ 13:00

給食（準備）

始めの会

1時間目 13:40 ～ 14:20
休み時間 14:20 ～ 14:35

2時間目 14:35 ～ 15:15

終わりの会 15:15 ～ 15:30

下　　校

登　　校

午
後
の
部

登　　校

午
前
の
部

13:00 ～ 13:40

11:55

15:30



 

5 その他 

  ・登校の際には、必ずマスクを着用するようお願いします。マスクの色・柄は問いません。 

  ・学校園で健康観察表の確認をいたしますので、家庭でお子様の体温等健康状態を記入した健康観察表

をお子様に持たせてください。 

  ●お子様が、次の状況になった際は、学校に電話等でご連絡のうえ、家庭での休養をお願いします。 

 

・お子様が、新型コロナウイルスの感染が判明した場合、もしくは新型コロナウイルスの感染の 

疑いによりPCR検査（核酸増幅法検査）を受検することとなった場合。 

・お子様が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合。 

・お子様と同居されているご家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合。 

・お子様に、発熱等のかぜの症状が見られる場合。 

 

 

 


